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中国高等教育行政制度の原型形成過程

-多数省庁による所管分担方式の導入をめぐって-

大　　塚　　　　　豊*

は　じ　めに

今日の中国の高等教育行政の特色を他国との比較にお

いて考えるとき,中央の国家教育委員会や地方の教育委

員会・教育局など教育を本来の所掌事項とする行政機関

以外に,中央の工業部や衛生部,地方の工業局や衛生局

など.専ら教育行政を行うのではない中央・地方の他の

行政機関が各々独自に高等教育機関を設置し運営してい

る事実が浮かび上がる.これを「多数省庁所管方式」と

呼ぶことにしよう.この方式はもちろん中国のみに限ら

れるものではなく,後述するように,その導入に当たり

中国に影響を与えた旧ソ連をはじめ,多数のグラン・ゼ

コールを擁するフランスにも見られる.さらに.わが国

にも文部省所管以外の各大学校が存在することは周知の

とおりである.

しかし.中国の場合,教育以外の分野の行政官庁によ

る高等教育機関の管理が相当に優勢である点において,

他国といささか趣を異にしている.すなわち.1985年の

時点で全国に存在した国が認可済みの1016校の高等教育

機関のうち.中央・地方の教育行政機関が管轄するもの

は459校(45.2%),中央・地方の他省庁が管轄するもの

が557校(54.8%)と,後者が過半数を占め,とくに中

央の国家教育委員会ならびに他の中央各省庁所管の325

校に限定すれば,国家教育委員会が直接管轄するのはわ

ずか36校に過ぎず.残り289校という圧倒的多数は他省

庁所管である1).しかも.こうした多数省庁所管方式は

単に高等教育行政のみならず,中国の教育システム全般

に及ぶ構造的特質になっていることが重要である.すな

わち,幼推園・託児所以上のあらゆる段階の教育機関の

中に.教育以外の系統の行政機関によって設置運営され

るものが数多く含まれているのである.しかしながら,

従釆わが国や欧米はもとより,中国においても.この特

色ある側面に踏み込んで詳細に検討した先行研究は皆無

といわざるを得ない.

そこで,小論では.この多数省庁所管方式が中華人民
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共和国の建国初期に如何にして,また何故に導入され,

定着していったのかを具体的に解明してみたい.いずれ

の国でも教育システムの形成に際し,外国からの影響を

往々にして認めうるものであるが,この多数省庁所管方

式の導入もその例外ではない.小論では,中国国内の既

存の,あるいは土着的慣行ないし方式と外来の方式との

関係に着目しつつ考察を進めていくこととする.

I.華北高等教育委員会と建国直後の高等教育行

政制度

1949年10月1日の中華人民共和国建国に伴い,教育行

政を司る機関として,内閣に相当する政務院に文化教育

委員会が置かれ,その指導を受ける下部組織として教育

部が置かれることになった.この中央人民政府の教育部

は「華北の二つの教育行政機関を基礎に成立した2リ　と

いわれる.すなわち,新たに解放された華北区に置かれ

ていた臨時政権たる華北人民政府は新国家の成立に伴っ

て活動を終結し.同区の初等・中等教育行政と高等教育

行政をそれぞれ司どっていた華北区教育部ならびに高等

教育委員会が10月31日に接収され,中央教育部の基盤を

形成したのである.国共内戦期には,解放軍の支配下に

入った大学をはじめとする文化教育機関は.まず軍事管

制委員会文化接収管理委員会の管理下に置かれるのが普

通であり,華北解放区の場合もその例にもれなかった.

しかし.その後,教育行政制度が次第に整備され.48年

8月19日の華北人民政府成立時には教育部が設置された

のに次いで,49年6月1日には「高等教育の方針.計画を

統一し,学術の改善および図書・文化財の管理を指導す

るために3リ.華北高等教育委員会が設立されたのであ

る.華北高等教育委員会は建国までの短命であったが,

その権限について,同委員会の「組織規程」の第3条に

は,次のように定められている.

一.高等教育の方針・計画の策定に関する事項.

二.大学,専門学校,学術・図書・文化財関係機関の

設置指導に関する事項.

三.国立および華北が設立する大学,専門学校.学術・
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図書・文化財関係機関の組織編成,経費審査,人事

管理に関する事項4).

この規定に見られるように.華北高等委員会は同区の

高等教育を全面的に管轄し,それら全ての設置や管理運

営を所掌していたのである.つまり,華北人民政府では

多数省庁所管方式は採られていなかったのであり.華北

区の方式は1省庁による高等教育機関の「一括所管方式」

と呼びうるであろう.華北区の二つの教育行政機関を基

礎に成立した新国家の中央教育部で高等教育行政に直接

関わる部局は高等教育司である.この高等教育司の正副

司長に就任した鏡像瑞.張宗麟の二人が,それぞれ華北

高等教育委員会副主任および秘書長からの就任であった

ことは5).華北区の教育行政機関と新国家の教育部との

関係を象徴的に示すものであろう.そして,新しい教育

部でも,やはり基本的に華北高等教育委員会による一括

所管方式が踏襲されたのである.

ここで.この一括所管方式は国民党政府統治下に見ら

れた管轄形態であったことを述べておく必要があろう.

すなわち,民国時代の高等教育行政の仕組みを見れば,

省立・市立の大学・専科学校があり.中央と地方との権

限の分担はなされていたが,国立はもとより省・市立お

よび私立の大学・専科学校の全てが教育部の管轄下に置

かれており,小論で問題にするような意味での多数省庁

所管方式は全く見られなかった.華北区ならびに建国直

後の中央政府の状況はこれと同じであったのである.

Ⅱ.東北区における高等教育行政

一万,華北より一足早く解放を迎えていた東北区では,

高等教育機関の管轄に関して,上述の方式とは異なり,

多数省庁所管方式が採用されていたことを窺うことがで

きる.

東北区の高等教育全般に関して決定的影響力をもち,

基本方針を定めたのは.1949年8月1日に中共中央東北

局と東北解放区の最高行政機関であった東北行政委員会

とが共同で公布した「高等教育の整頓に関する決定6リ

であった.同「決定」には,「組織と指導の問題」の項

があり,「既存の大学委員会を高等教育委員会と改称し,

東北行政委員会の直属とする.あわせて常務委員会を設

け.日常の重要な問題を処理するものとする」と記され

ている.大学委員会とは,中共中央東北局が高等教育に

対する統一指導を実施するために設けた機関であり7),

同委員会を改称した高等教育委員会が,これ以後.東北

区内の高等教育行政の頂点に位置することになるのであ

る.高等教育委員会の権限については,「高等教育の

方針.政策言十画,制度などの面で統一的な指導を実施

し.各高等教育機関の活動を監督し検査すること」であ

るとされている.しかしながら,「各校の日常の管理運

営事務,経費,幹部などについては,引き続き各部が責

任を負い,指導し,解決する」(傍点は引用者)ものと

されている.傍点を付した箇所からは.この「決定」の

公布以前に高等教育機関を分担して管轄する方式が実行

されていたことを読みとることができる.

実は,この「決定」に先んじて1948年10月10日に東北

行政委員会が出した「教育活動に関する指示」の中に,

すでに多数省庁所管方式への言及が認められるのである.

同「指示」の中で大学行政に触れた「指導関係」という

箇所には,「教育と実際とを密接に結び付けるために,

中等以上の学校の指導については適切に分業することが

でき,原則上,専科学校.幹部学校は関連の指導機関の

運営に帰するものとする.例えば,工業学校は工業行政

部門の運営に,農業学校は農業行政部門の運営に,普通

中学と師範学校は教育行政部門の運営に帰す8リ　と記さ

れているのである.ちなみに,同委員会の「教育活動に

関する指示」は1947年9月13日にも出されており,これ

が解放後最初のものであるが,この時点では関心は中等

教育までにとどまっており,まだ高等教育への言及は全

く見られない9).従って,多数省庁所管方式への公的文

書での言及は,48年10月に始まったといってよい.

但し,48年の「指示」と49年の「決定」を比べて見る

と,前者が一般的原則を述べるに留まっているのに対し

て,後者は,「医科大学は衛生部が管理する.農学院は

農業部が管理する.行政学院および延辺大学は民政部が

管理する.」というように,具体的な個別大学の管轄分

担まで述べている点が異なっている.さらに,「決定」

では,「関係の方針,政策.教育計画.制度などについて

は,高等教育委員会の決定を統一的に実行しなければな

らない.各部の指導上の意見がこれと異なるときには,

高等教育委員会の意見を実行しなければならないが,同

時に中共中央東北局ないし行政委員会に処理を要請する

ことができる」とされ,「高等教育委員会は各校に対し

て直接命令や指示を発することはなく,今後は高等教育

に関する全ての命令,決議.指示は,中共中央東北局お

よび東北行政委員会の名義で発せられるもの以州は,一

律に教育部の名義でこれを行うものとする.教育部の高

等教育処は高等教育委員会の事務機構であり.高等教育

の各種問題を研究し,各高等教育機関の状況を検査し,

了解して,高等教育委員会の研究の参考に供する責任を

負う」とも述べられている,ここに記された教育部は,

すでに「1948年7月17日に東北行政委員会が情勢展開
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の必要性に応じるため10)」,開設を決めたものである.

これによって,華北区でそうであったように,東北部に

も既存の教育部に加えて,共産党の組織ではなく政府機

関の一つとして高等教育委員会が置かれることになった

のである.但し.東北区の場合,高等教育委員会と教育

部が同格であった華北区と異なり.前者が後者より上級

に位置づけられていたのである,その後.1949年8月26

日には東北人民政府が正式に成立し,その文教担当部門

として車向枕部長.董純才,郁魯風の両副部長の下に文

化教育部が置かれた11).この時点で東北区の教育行政機

構は初等・中等教育と高等教育とを合わせて管轄する文

化教育部に一本化されたのである.

正式成立後の東北人民政和ま,1950年3月31日に「当

面の高等教育に関する決定」を公布している.そこでも

やはり高等教育機関の行政管轄について.「指導関係;

高等教育機関の指導関係を二重指導とすることを決定す

る,すなわち,文化教育委員会が統一的に各高等教育機

関の方針,政策言十画,制度などの面での指導の責任を

負い,経常的な専門教育の経費の管理,日常的な管理運

営については関係の行政部門が指導する責任を負って,

実際の業務との緊密な連携の強化に資するようにするの

である12リ　と述べられるとともに,「藩陽工学院,喰爾

漬工業大学は工業部が指導する.産院および喰爾濱の両

農学院は農林部が指導する.」といった,上述した「高

等教育の整頓に関する決定」とほぼ同様な具体的管轄方

法が明記されている.このように東北区では,当時存在
/

した高等教育機関のほとんどが確かに教育行政部門以外

の各行政機関によって管轄されていたのである.また,

分割管理のねらいは「実際の業務との緊密な連携の強化

に資する」ためというのが,上述した「指示」や「整頓

に関する決定」以来,一貫して唱えられてきた理由であっ

た.

Ⅲ.全国高等教育会議と「指導関係問題に関する

決定」

1950年6月.新国家の高等教育の在り方全般にわたっ

て検討するため.建国後はじめての全国高等教育会議が

北京で開臆された.高等教育行政の問題は.学院・学系,

つまり学内組織の調整および分布.留学生の派遣政策や

帰国後の責献といった問題とともに,「意見を交換する

事項」の一つとして挙げられ,「全国の高等教育機関と

中央教育部との関係.専門単科大学および専科学校と各

行政部門との関係はリについて討議されることになった.

この全国高等教育会議での討議を踏まえて,50年8月
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には.「高等教育機関暫定規程」「専科学校暫定規程」

「私立高等教育機関管理暫定規程」といった新国家とし

ての高等教育の基本に関わるような法規が相次いで政務

院で採択されたが.7月28日に政務院で採択され,8月

2日に公布された「高等教育機関の指導関係問題に関す

る決定」もその一つであり,この「決定」により新国家

の高等教育行政の一応の基本方針が打ち出されたといえ

る,そして,この「決定」の要点は,中央と地方.つま

り中央教育部と各大行政区教育部との問で高等教育行政

権限の分担を行うと規定したことである.すなわち,

「全国の高等教育機関は中央人民政府教育部による統一

指導を原則とする14リ　といいながらも,現実には中央教

育部は各地に所在する高等教育機関への全面的指導権.

行政権を行使するには余りに脆弱であったことから,多

くの権限を各大行政区に委ねざるを得なかったのである.

これは,統一政権としての体制の確立がまだ十分でない

状況を背景とするものであることはいうまでもない.上

述した高等教育会議で開幕の辞を述べた馬叙倫教育部長

の「当面の段階においては,中央教育部は客観的.主観

的な条件が不足しているため.暫時,各大行政区の教育

部ないし文教部が当該の大行政区にある高等教育機関の

指導を行うよう委託している15リ　という言熟ま,そうし

た事情を端的に示している.

確かに.「決定」は.ある地方や大学が中央教育部に

よる全国的な方針,政策,制度,法規,指示.基準など

から外れる場合,まず大行政区教育部による審査を経て,

最終的に中央へ報告し認可を受けることを義務づけてい

る.また,「中央教育部は条件を見て,計画的に,順を追っ

て,各地区の高等教育機関を中央教育部の直接指導下に

戻すようにする16)」として,将来的には全ての高等教育

機関に対する行政権限を中央教育部に集中することが目

指されている.しかしながら.過渡的な措置として.中

央の権限を制限する一方,「各大行政区の高等教育建設

計画および高等教育経費の配分計画を各大行政区教育部

が責任もって制定】7リするというように,地方に実質的

な権限を委譲しているのである.

こうした中央と地方の間の行政権限の分割規定に比べ

れば,教育部と他の行政部門との権限分担に関する言及

はごく一部であり,「いずれか一つの行政部門と関係が

あるか,あるいは主としていずれか一つの行政部門と関

係がある高等教育機関は,その日常的管理運営,教師の

異動や配置,経費の管理,設備および参観・実習などに

ついて,中央あるいは各大行政区人民政府ないし軍政委

員会の関係行政部門によって直接指導されることができ

る】8リ　と述べるにとどまっている.統一政権の構築を
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目指しながら,末だその過渡期にあった中央政府にとっ

て,教育部と他省庁との閑劇は第二義的事項だったので

ある.

この「決定」の公布に先だち,高等教育会議の開催前

の5月5日に,政務院によって「各大行政区高等教育機

関の管理暫定弁法」がすでに出されているのも.地方と

の関係が緊急の最重要事項であったためと考えるべきで

あろう.同「暫定弁法」は,その第1条で「各大行政区

の高等教育機関は各大行政区教育部ないし文教郡が中央

教育部に代わって指導する」と定めており,以下,「各

大行政区教育部ないし文教郡による地方性の規定の策定

許可」(第3条),「予算,決算の中央教育部への報告義

務」(第4条),「中央教育部による学校の設置.合併.

運営停止などの審査」と「学校の組織やカリキュラム,

教職員名簿,学生名簿,卒業生名簿,新入生名簿の中央

教育部への報告義務」(第5条)などの規定がある.

Ⅳ.高等教育部の成立と「指導関係の修正に関す

る決定」

高等教育機関に対する行政権限の分担に関する50年8

月の「決定」は,その3年後の1953年10月10日に公布さ

れた中央人民政府政務院の「高等教育機関の指導関係の

修正に関する決定」によって改まることになった.この

修正決定は10月に公布されているが,それに先立つ5月

29日の政務院第181回政務会議において採択された馬叙

倫教育部長の報告「高等教育機関の院系調整計画,高等

教育機関の指導関係の改訂,高等教育機関および中等技

術学校の学生生産実習活動の強化に関する高等教育部の

報告19)」の中で,ほとんど同じ内容の説明が行われたも

のである.

また,高等教育行政における重大な変化として,上記

の決定からこの修正決定が出されるまでの間に,高等教

育の専門行政機関として高等教育部が教育部から独立設

置されている.1952年12月25日,中央人民政府高等教育

部の成立大会と高等教育部部長および教育部部長の合同

就任式が挙行された際,教育部の張実若部長は,高等教

育部の独立設置の理由について,次のように述べている.

すなわち,「高等教育と普通教育を分けて二つの部を設

けたことは.教育建設事業が日増しに複雑になり,必要

な分業を行わざるを得なくなったことを反映している.

高等教育部は国の工業化の要求と緊密に協力して.大量

に技術人材を養成するためであり,教育部は広範に人民

の文化水準を向上させ,祖国に新たに生まれた世代を教

育するためである20)」というのである.高等教育部の

設置により.従来,教育部が担っていた責任は高等教育

部に引き継がれた.新設された高等教育部の下で公布さ

れた53年の「修正決定」の要点は.高等教育部以外の中

央各部・委員会による高等教育行政への直接関与を定め

たことである.この点に関しては,「高等教育機関の発

展,建設および教育を実情と密接に結び付けるのに資す

るため.各高等教育機関を直接管理する活動に関して,

以下の原則に基づいて,中央高等教育部と中央の各関係

行政機関とが分業して責任をもつことができる21リ　と述

べられている.分業の仕方は.以下のとおりであった.

(訪総合性の大学は中央高等教育部が直接管理する.

⑦幾つかの行政機関に関わりのある多数の学科を擁す

る高等工業学校は.中央高等教育部が直接管理する.

但し.中央高等教育部が必要と認めたときには,い

ずれか一つの中央行政部門と協議の上で管理を委託

することができる.

③いずれか一つの行政部門のため,あるいは主として

いずれか一つの行政部門のために幹部を養成する単

科性の高等教育機関は,中央の関係行政部門に管理
/

責任を委託することができる.但し,関係行政部門

が実際の困難のために委託を受けることができない

場合には,中央高等教育部が管理を行わなければな

らない.

①幾つかの高等教育機関に関して,中央高等教育部お

よび中央の関係行政部門が直接管理するのが困難と

認めるときには,学校所在地の大行政区の行政委員

会あるいは省,市,あるいは自治区人民政府が管理

責任を負うよう委託することができる22).

上述したように,50年の「指導関係問題に関する決定」

がほぼ中央と地方との権限の分担を中心に記述されてい

たのに対して.この「修正決定」では明らかに重点が高

等教育部と教育以外の行政部門との間での権限分担に移っ

たといえる.その論拠として,多数省庁所管方式への言

及に割かれた文字数を見れば.1000字強の漢字からなる

50年の「決定」では13.0%であるのに対して,1300字強

の「修正決定」では50.8%にのぼっていることを挙げて

おこう.これと対照的に,大行政区ないし省・市といっ

た地方政脚こよる高等教育機関の管轄は,ごく補助的な

位置に後退したのである.また.「高等教育機関を管理

する中央の各行政部門および地方政府は,政務院および

中央高等教育部の高等教育に関する各規定に則って,所

属の高等教育機関の各種活動を管理するとともに,中央

高等教育部に対して提案や報告を行わなければならない.

その具体的な職責は,中央高等教育部と中央の各関係行

政部門が本決定の精神に基づいて検討し定めるものと
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する23リ　という記述からは,中央の各関係行政部門の勢

力の増大を看取しうる.

なお,中国では建国直後の時期から,原語で「院系調

整」と呼ばれる全国範囲の大規模な大学組織の再編成が

実施された.これは別稿で論じたように叫,ある一つの

大学の内部組織の改編にとどまらず,複数の大学間,あ

るいは幾つかの省や地域にまたがった大学組織の組み替

え,整理,統廃合であった.こうした大学組織の再編成

は1952,53年をピークに実施されたのであるが,統廃合

を終えた全国の高等教育機関は,当然のことながら.上

述した53年の「高等教育機関の指導関係の修正に関する

決定」に基づいて管轄関係の調整が行われたのである.

再編成が一段落した1955年の時点での高等教育機関の管

轄関係は,合計194校のうち.高等教育部所管75校(3.7

%),教育部所管40校(20.6%).その他の中央各行政部

門所管79校(40.7%)である25).三者の中では中央各行

政部門所管の高等教育機関が数的に最も多く,高等教育

部だけでは,全体の3分の1強しか直接に管轄していな

い.さらに注目すべきは,地方所管の高等教育機関は公

式の管轄関係から見れば皆無になったということである.

Ⅴ.革命根拠地での多数省庁所管方式の実践

ところで,上述したように,東北区では中央に先んじ

て多数省庁所管方式が実践されていたが.これより先に,

共産党の支配地域である革命根拠地ないし旧解放区では.

この多数省庁所管方式の原初的形態が認められる.東北

行政委員会には延安から派遣された中国共産党幹部が加

わっており,多数省庁所管方式も彼らを通じて,延安を

はじめとする革命根拠地からもちこまれた可能性が高い.

勿論,東北での実践の背景については,別の可能性も検

討しておく必要がある.すなわち,東北という地域から

考慮すべきこととして,「満州国」での実践の継承はな

かったかという点である.しかし,「満州国」では,建

国大学,大同学院の2校を除いて,残り全ての高等教育

機関が文教部(後には民政部教育司)の管轄下に置かれ

るものであり.多数省庁所管方式の存在は兄いだせ

ない.

さて,革命根拠地での教育実践,とりわけ共産党指導

下の教育行政の源流ということになれば,ソビェト区ま

で遡らなければならない.ソビェト区の教育行政管理機

構に関しては,1928年5月,中国で初めての革命根拠地

である井岡山に正式に嶺湘辺区労農兵ソビェト政府が成

立し.教育部が設けられた.これ以後,各地にソビェト

政府が成立し.教育行政管理機構も設けられ,さらに
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1931年11月には,各地のソビェトが結集した中華ソビエ

ト共和国臨時中央政府が瑞金に成立したのに伴い,全国

の革命根拠地の最高教育行政機関である教育人民委員部

が設けられたのである.

各レベルの各種の教育を立派に管理するため,中央教

育人民委員部は1934年4月に「教育行政要綱」を修正公

布したが,この中に各レベルの教育行政管理部門の権限

を明確に区分した記述がある.そこに定められたのは,

「初級・高級レーニン小学は区立を原則とすること,短

期師範,初級師範は省立を原則とすること,中央が設置

する高級幹部学校.例えば.ソビェト大学.中央レーニ

ン師範学校,ゴーリキー演劇学校などは全て国立とし,

直接に臨時中央政府および中央教育人民委員部が管理す

ること26リ　という垂直的な権限の分担であった.一方,

紅軍関係の学校でも各レベルごとに管理する方法が採用

されたが,そこでは.「中央軍事委員会は紅軍大学,第

一歩兵学校,第二歩兵学校.特科学校,通信学校のみを

管理し,衛生学校は中央軍事委員会医処が主管し,紅軍

学校の各分校はそれぞれ各省レベルの軍区が管理するこ

と27〉」となっていた.つまり.ソビェト区の学校行政の

系統としては軍関係とそれ以外の2系統に分かれており.

軍系統の教育機関の管理においては縦の分業のみならず,

横の分業も一部認められる.但し,分担管理する必要が

あるほど幹部養成機関がなかったのが実態であり,加え

て,度重なる封鎖攻撃に晒されたソビエト区自体が短命

であったことはよく知られているとおりである.

長征を経て,廷安などに新しい革命根拠地を創りあげ

た後,1939年2月,中共中央書記処は幹部教育の各種活

動に対して具体的に責任を担うための幹部教育部を組織

することを決定した.この中央幹部教育部は1940年6月

に中央宣伝部と合併して中央宣伝教育部となり.同年10

月には中央宣伝部と改称され,これ以降.延安における

在職幹部教育の全ての指導は中央宣伝部によって行われ

ることになったⅡ).っまり,党の中央宣伝部に高等教育

行政の全権が集中していたといってよい.

しかし,こうした中央宣伝部への権限集中の転換とい

う点で,きわめて重要な決定が1941年12月17日に中共中

央政治局によって採択された.「延安幹部学校に関する

決定」というものであり,同決定には,次のように記さ

れている.

「各校の具体的指導を強化し,各校の教育と中央の各

実際工作部門(行政部門-引用者)とを連携させるた

め.中央研究院を中央宣伝部の直属とし,中央党校を中

央党校管理委員会の直属とし.軍事学院を軍事委員会参

謀部の直属とし,廷安大学,魯迅芸術文学院.自然科学
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院を中央文化委員会の直属とする.各校を主管する部門

は,直轄校の活動を当該機関の業務の重要部分としなけ

ればならない.中央宣伝部は各校のカリキュラム,教員,

教材および経費に関して,各主管部門と協力して統一的

に計画し,検査し.督促しなければならない29月

この決定が出された後,1942年1月13日付の『解放日

報』の社説は,同決定が「主観主義に反対する精神を学

校教育の上で具体的に運用したものであり,幹部養成工

作の新紀元である」と諾え,その理由を,「一定の学校

は一定の工作機関ないし事業部門と連携しなければなら

ず,定期的に実際の視察を行い,正課の授業を補充し,

検証しなければならない.学生は物事を処理する過程に

おいて,分析し,比較し,総合するなどの経験を自然に

獲得し,学んだことに対する自信と運用する能力を強化

することができるのである」としている.明らかに.複

数の行政部門や機関が高等教育機関ないし幹部教育機関

を管轄すること,換言すれば,多数省庁所管方式の長所

が述べられているのである.

Ⅵ.ソ連高等教育行政の変遷と中国の選択

かくして中国では,「延安幹部学校に関する決定」以

降.多数省庁所管方式の導入が本格的に行われたが,こ

こでソ連邦に目を転じれば,同国ではこの約10年前に多

数省庁所管方式が採用されていた事実がある.ソ連では

1928年に第一次経済玉か年計画が始まり,社会主義経済

体制の確立が目指され,同年7月4日～12日に開かれた

共産党中央委員会総会での討議を経て採択された総会決

議が「新しい専門家養成について」であった.同決議に

は「各種の経済機関が,高等教育機関,中等専門学校の

教授・学習のあり方に直接的な影響を与えるようにする

ために具体的な方針が打ち出され」,「この決定のあと,

高等教育機関の関係経済諸機関への移管の措置が始まっ

た30リ　という.さらに,この方針を強化するため.1930

年7月23日,ソ連邦中央執行委員会は「高等教育機関,

中等専門学校,労農予備学校の改革」と題する決定を下

し,以下のような分担管轄方式を明確に示したのである.

「(1)多くの学部・学科を抱えた高等教育機関と中等

専門学校は,分野別の,独立した教育機関,中等専門学

校に再編成すること.必要に応じて,異なった教育機関

の同じ種類の専攻は,統合すること.

(2)工業・技術系の教育機関は,分野ごとの企業連合

体.ソ連邦,各連邦共和国の該当する人民委員会,各種

機関に移管される.

(3)農業系の教育機関は,ソ連邦農業人民委員会,

(農業系の)企業連合体.および各連邦共和国農業人民

委員部に移管される.

(4)経済専門家は,共通の規則に従って独立した分野

ごとの高等教育機関,中等専門学校で養成される餌」

すでに述べたように,中国のソビェト区における「教

育人民委員部」という中央教育行政機関の名称ひとつを

取っても分かるように,共産党支配地城における教育実

践が社会主義の先輩国であるソ連に倣い.その影響を強

く受けていたことは疑う余地がない.ちなみに.初代の

教育人民委員部部長に就任した崔秋白や,代理部長を勤

め,長征後には正式の部長や陳甘寧辺区教育庁長として

解放区の教育行政の指導的立場にあった徐特立をはじめ

とする指導者は,ちょうど28年から30年にかけてソ連に

滞在していた.彼らはソ連における高等教育機関の管轄

方式の改革動向を見聞していたかもしれないし.彼らに

限らなくとも,そうした情報が何らかのルートで中国の

革命根拠地に伝わったこノとは有り得る.但し,このこと

を立証するに足る資料は今のところなく,ソビェト区で

の実践や「延安幹部学校に関する決定」をめぐるソ連か

らの影響はあくまで推測の域を出ない.

これとは対照的に,中華人民共和国の建国前後の時期

にソ連教育の在り方が積極的に学習され,借用に努めら

れた事実を立証する根拠には事欠かない.「東北行政委

員会教育部は49年初めに人に依頼し,ソ連から教育方面

の書籍数十冊を購入32リ　し,同教育部編纂審査処翻訳組

などで全ての翻訳を行っている.高等教育のみに限って

も.幾つかのソ連高等教育に関する翻訳書が出版されて

いる.例えば,1946年にプラハでチェコ語,ロシア諷

英語の3か国語対照により出版されたものを英文研究会

が翻訳し,1949年5月に出版された『ソ連の大学』33)

東北人民政府文化教育部により49年12月に刊行された

『ソ連高等教育法令選集』34),東北教育社編で50年に出版

された『ソ連の高等教育』35)などがある.また,49年に

創刊された雑誌『東北教育』には,ソ連高等教育関係の

論文や翻訳が時折掲載されており,戦後復刊された雑誌

『中華教育界』は49年11月15日発行の第3巻第11期号で

「ソ連教育特集」を組み,同誌掲載の「ソ連国民教育の

全貌」と題する翻訳論文の中では高等教育の紹介も行わ

れている.この他,書物の一部としてソ連の高等教育に

関する翻訳論文が含まれる場合もある.例えば.50年4

月に刊行された『新教育還輯』36や50年9月出版の『高

等教育を漸進的に改革しよう』37)などは,その例である.

さらに注目すべきは,第一次全国高等教育会議のための

参考資料として,同会議の秘書処によって『ソ連の高等

教育』38)が編纂・印刷されていることである.
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このように,ソ連の高等教育に関する情報・資料は主

として東北区で収集,翻訳,紹介され.そこから次第に

波及ないし伝播していったことが分かる.また.全国高

等教育会議の資料の一つとして『ソ連の高等教育』と題

する文献が準備されたことからも.新国家の高等教育の

基本の検討において,ソ連の高等教育が積極的に参照さ

れたと見ることができる.当時翻訳,出版された諸資料

のうち,小論の主題と関わるソ連の高等教育行政や管理

方式を紹介し,論じたものには次のようなものがある.

まず,法令では,ソ連邦人民委員会議・全ソ連邦共産

党(ボルシェビキ)中央委員会の「高等教育施設の活動

と指導について」(1934年6月23日決定)があり,この

中には多数省庁所管方式が記されている柳.次に.ソ連

高等教育行政の最高責任者の述べた内容でもあり,複数

の文献に採録され,上記の全国高等教育会議の資料にも

含まれ,きわめて重要視されたと思われるのが,ソ連高

等教育省のカフタノフ大臣(漢訳は干天坦諾夫)の談話

として発表されている「ソ連高等教育の組織」(王繁訳)

である40).

同論文では,ソビエト政権の初年には各加盟共和国の

教育人民委員部の管轄下にあった高等教育機関を含む全

ての学校が.やがて多数省庁所管方式に転換されたこと

について,「国民経済の社会主義的改造の時期には全て

の高等教育制度が再編された,高等教育機関はすでに大

成長を遂げるようになった.工学,農業.医学,法学お

よびその他の高等教育機関は当該の各人民経済委員部の

管轄に改められた.各共和国の教育人民委員部管理下に

は大学,教育学院,師範学院のみが残ったのである.高

級学校を経済人民委員部に直属させたことは.幹部教育

の指導の改善を促すとともに,カリキュラムと国民経済

各部門の実際の任務とを直接結びつけたのである.」と

述べている.しかし,その数行後に,同論文は,「しかし

ながら,戦後,わが国には新しい任務が出現し.高等教

育機関の指導をさらに改めさせることになった.1946年

4月,ソ連高等教育省が成立し,国内の300余りの高等

教育機関が.各省,各政府機関の管理下から高等教育省

へと移された.全ての大学,全ての工学,農業,法学,

題済及びその他の学校が全て高等教育省の管轄になった

のである.一部の高等教育機関は従来どおり若干の省や

政府機関が管理したが,こうした学校には運輸,医学,

教育関係の高等教育機関.体育学院および芸術活動家を

養成する学校が含まれた.」として.戦後の改革にも言

及している.すなわち,戦後のソ連では多数省庁所管方

式が後退して,教育行政部門の権限が強化されるととも

に.専ら高等教育行政に当たる部門として高等教育省が
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独立設置されたことが明らかにされているのである.

このソ連の高等教育大臣の談話は代表的な例であるが,

この他にも上記の文献・資料を通じて,ソ連の高等教育

行政の在り方は歴史と現状の双方について,かなり詳細

な情報が伝えられている.また.最新の情報まで時間的

遅滞なく伝わっていることが看取しうる.そして,これ

らの情報が中国側の政策決定にも少なからず反映された

ことを疑う余地はない.上述したとおり,52年末に高等

教育部が教育部から独立設置されたのは,ソ連からの情

報の直接的影響によるものといえる.但し,高等教育委

員会と名称が違いこそすれ,高等教育行政のみを専ら行

う類似の機関が中国にも置かれたことはあった.一万,

多数省庁所管方式に関しては,ソ連では戦後に見直しが

行われた事実を知りながら.中国はむしろこれを積極的

に導入したという対照が認められる.これについては,

「国民経済の社会主義的改造の時期には」多数省庁所管

方式を採用したというカフタノフ大臣の言葉に注目すべ

きであろう.これから正に新国家として社会主義的改造

を行おうとしていた中国にとっては,最新の実践よりも

むしろ同じ国家的課題を抱えていた時期のソ連の実践こ

そ倣うべき対象としてふさわしかったと考えても不思議

ではない.加えて,すでに旧解放区で多数省庁所管方式

が根づいており,土着のモデルとして存在していたこと

も大いに関係していよう.いずれにせよ.中国側による

主体的なモデル選択が行われたと見るべきである.

おわ　り　に

以上,高等教育機関の多数省庁所管方式が.中華人民

共和国の建国初期に普遍的に実施されることになった経

緯を考察してきた、この方式の中国における原初的形態

は,1930年代のソビェト区に遡って見ることができ,延

安で更なる発展を遂げた.その導入に当たり.ソ連では

すでに実施されていた同方式がこの時期にモデルとして

意識されたのか否かについては未詳であるが.可能性が

なくもない.確かなのは,解放後の東北区において.旧

解放区に定着していた同方式が踏襲されたことである,

一方,華北区では,当初,全ての高等教育機関を一括し

て教育行政機関が管轄するという民国時代からの,これ

またすでに定着していた伝統的方式が採られた.つまり,

多数省庁所管方式と一括所管方式のいずれも既存の,い

わば土着化した方式と見傲しうるものである.選択肢は

本来二つあったのである.実際,華北区人民政府の人的,

組織的基盤を受け継いだ中央人民政府教育部は当初,一

括所管方式を採用していたのである,しかし,やがて
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新国家としての高等教育行政の基本形態が修正されつつ

固まっていく過程で,前者,すなわち多数省庁所管方式

が優勢となり,主たる方式となっていった.多数省庁所

管方式への傾斜を建国後に急激に加速化させたのは,外

来モデルとしてのソ連高等教育行政の在り方が改めて提

示され,これを摂取するため大々的に学習が展開された

ことであった.その前提として,東西冷戦構造が形成さ

れる中,東側陣営にくみする中国にとって∴先進社会主

義国のソ連こそ依存し,模倣するに足る対象であり,他

に選択の余地はなかったことがある.しかしその際,す

でに解放区において多数省庁所管方式が実践されていた

ことが摂取の速度を加速化したと考えられる.

この方式の長所.つまり導入の理由として唱えられた

のは∴東北でも,中央の決定においても,さらには遡っ

て延安でも.多数省庁所管方式のほうが各専門分野の高

等教育と社会における当該分野に関連の諸活動とをより

密接に結び付ける上で有効であるという点であった.そ

して,この点はソ連で最初に多数省庁所管方式が導入さ

れた際の理由でもあった.但し,強調しておきたいのは,

戦後のソ連では.この方式の見直しが行われており,こ

の多数省庁所管方式が中国にとって唯一学び得るモデル

であったわけではないにも拘らず,中国はそれを主体的

に選択したということである.

新国家建設の熱意に溢れていたであろう50年代には,

いずれの行政部門であれ,それらが管轄する高等教育機

関で行われる人材養成の使命は,国家の利益という点で

統一され,その一点に収赦していたと考えられる.しか

しながら,多数省庁所管方式は矛盾を内包していた.す

なわち.各々の行政部門が全体としての国益よりも.そ

れぞれ自らの利益をむしろ優先させ,自給自足的な考え

方,悪く言えばセクト主義が加わって,各々の部門内で

独自の体系を形成し,めいめい勝手に振る舞う閉鎖的風

潮が生じると,部門間の連絡や協力に支障をきたし,特

定専攻の開設における行政部門間の不要な重複などが深

刻化していくのである.日中戦争期の延安で展開された

整風運動以来,折にふれて毛沢東などによって批判され,

是正を求められながらも未だに解消されず中国社会に根

強く残るセクト主義が,多数省庁所管方式を機能不全に

陥らす元凶なのであった.今日,中国高等教育行政の桂

桔となり,多数省庁所管方式の弊害として指摘されるの

は,まさしくそうした問題点なのである.逆に多数省庁

所管方式はセクト主義をいっそう助長しうる装置の一つ

といえなくもない.このような建国初期に導入されて以

降の展開については,この方式のソ連でのその後の変遷

とも比較検討しつつ,残された課題として稿を改めて

論じなければならない.
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ABSTRACTS

A study on the process of formulating the prototype of the present

system of higher education administration in China - adoption
of a method of shared governance

Yutaka Ohtsuka, Hiroshima University

One of the most striking characteristics of high-

er education administration in contemporary Chi-

na isthe factthatthe power to establish and mana-

ge universities and colleges is shared by central

and local educational authorities as well as by

other ministries and authorities. For example, as of

1985. only 36 out of 325 centrally-governed higher

education institutions were administered by the State
Education Commission (formerly known as the

Ministry of Education), while the other 289 insti-

tutions came under the jurisdiction of different

central ministres. Focusing on this unique feature

of the system of higher education administration,

this paper has coined the term "shared governan-

ce" by various ministries and authorities to des-

cribe it, and traces how and why this system was

introduced in the early days of the People's

Republic of China.

In the North China region, prior to the establi-

shment of the People's Republic of China in 1949,

all institutions of higher education came under

the jurisdiction of the higher education committee

of the region. At the time of the formation of the

central Ministry of Education of the new nation,

the department of education and the higher educa-

tion committee of the North China region were

taken asthe main base, and the same way of go-

vernance as the region was adopted. In contrast, in

the Northeast region, control of higher education

institutions was shared between many depart-

ments, and many higher education institutions

came under the jurisdiction of departments other

than the department of education.

The way of governance in the North China regi-

on was identical to that of the Kuomintang or

Nationalistera. On the other hand, the Northeast

region seemed to have inherited the practices of

the Chinese Soviet regions or old liberated regions,

where the method of shared governance in its pri-

mitive form could be found. While the impact of

the method of governance of Soviet Russia on China

in these early days cannot be documented, there

are many sources to indicate that China tried

to positively learn from and introduce Soviet me-

thods in the days just before and after the estab-

lishment of the PRC. Information about Soviet

education was collected and translated mainly

in the Northeast region and then distributed to

other areas.

A major concern of the new government in 1949

and 1950, as reflected in the provisions of relevant

regulations, was how to separate the powerto go-

vern higher education as between the central Mini-

stry of Education and local administrative regions.

Meanwhile, the government's concern shifted

away from this central-local relationship and came

to focus on the relationship amongvarious minis-

tries, as can be seen from the changes in the pro-

visions of the "Revised Regulations on Higher

Education Governance" issued in 1953. These changes

were clearly caused by active learning from the

Soviet model. However, what is worthy of special

mention is that China judged the method of shared

governance to be most appropriate to its current
situation and adopted this method of its own vo-

lition despite being fully aware that Soviet Russia

had reexamined this system after World War II

and changed it in the direction of concentrating

administrative power in the Ministry of Higher

Education.

-78-




